
  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 8月 25日発行  
（次号の発行は 9月 10日です。） 
お知らせ版に関する問い合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：中原
なかはら

 悠
ゆう

一郎
いちろう

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロードできます。 

 
 
 

お知らせ版 No.1 

世界を知り、新富町の良さを知る！ 
～新富町中学生海外派遣事業 帰町報告会～ 

8月 19日（火）、役場大会議室にて「新富町中学生海外派遣事業帰町

報告会」が開催されました。 

海外派遣事業では 7月 29日～8月 2日の日程で町内の中学生 26名が

台湾へ行き、日本とは異なる文化に接してきました。 

報告会では、台湾の人や文化、歴史など、体験した様々な事を自分達

でまとめたレポートや写真で発表していました。 

 
 

  
 若者のみなさん、選挙や政治に対し、日ごろ考えていることや感じていること、求めていることはありませんか。 

西都児湯では、政治や選挙に関する認識を深め、有権者に求められる責任感や明るい選挙推進運動に対する意識の

高揚を図るため、意見発表の場を設けています。ぜひ、奮ってご応募ください。 

○日程：平成 27年 1月 16日（金） ○場所：サン A川南文化ホール（川南町） ○募集人数：1名 

○応募資格：昭和 60年 4月 2日から平成 9年 4月 1日までに生まれた方 ○応募締切：平成 26年 10月 31日（金） 

○申込方法：新富町選挙管理委員会まで電話にてお申込みください。 

※詳しくは、新富町選挙管理委員会までお問い合わせください。 

 

募集 第 9回わけもんの主張（新有権者意見発表会） 

発表者募集について 
 

◆問合せ 新富町選挙管理委員会  

 担当：関屋博之
せきやひろゆき

 33-6002 

 
 

 

 インターネットに関する不審なセールスが確認され

ています。下記のようなことがありましたら、あわてて

パソコン等の操作をせずに、一度電話を切って、問合せ

先までご連絡ください。 

【不審なセールスの事例】 

☆不審なプロバイダ事業者が電話をかけてきて言葉巧

みにパソコンの操作をさせることにより、プロバイダ情

報などを書換え、他のプロバイダーに強制的に変更させ

る。変更させられたことに気づいて、前のプロバイダに

戻してくれと言うと、「高額な違約金が発生します」と

言われる。 

 

 

注意 

◆問合せ 宮崎県消費生活センター 

☎0985-25-0999 

悪質なセールスにご注意ください！ 
 
 

  
 国民健康保険の方を対象に実施（6 月～8 月）した特

定健康診査の健診結果については、昨年度から、健診

結果を郵送せず、健診結果説明会でお渡ししています。

まだ説明会に来られていない方は、下記の日程で実施

しますので、ぜひお越しください。 

場所 日にち 開始時間 

新田公民館 ８月２９日（金） ９：３０ 

保健相談センター 
９月 ２日（火） ９：３０ 

９月 ８日（月） ９：３０ 

※30分程度、検査結果の説明や生活習慣病のお話をい

たします。 

 

 

健康 健診結果説明会へお越しください！ 

◆問合せ いきいき健康課  担当：岩村
いわむら

・通山
とおりやま

 33-6059 

 
 

 
平成 27年成人式典を下記の日程で行います。 

町内に 9月 1日現在で住民登録されている新成人者宛てには往復ハガキでご案内します。 

○日時：平成 27年 1月 5日(月)午前 10時～（受付開始  午前 9時～） 

○場所：新富町文化会館 大ホール ○本年度成人式対象者：平成6年 4月 2日～平成 7年 4月 1日生 

○本町出身者で町外に居住されている方：参加を希望される場合は、氏名・生年月日・旧住所・現住所などを問合せ先ま

で、電話等でご連絡ください。 

○申込期限：12月 1日(月) 

 
◆問合せ 生涯学習課(中央公民館内) 担当：甲斐

か い

義人
よしひと

 ☎33-1022 

式典 平成 27年 新富町成人式典開催！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 平成 25年度、各課が取り組んだ事務事業の検証を取りまとめました。 

冊子については、以下の場所で配布していますので是非ご覧ください。（町ホームページにも掲載しています。） 

○冊子配布場所：まちおこし政策課・新田支所・上新田地区町民サービスコーナー 

行政 平成 25年度各課の事務事業計画書検証を作成しました ◆問合せ まちおこし政策課  

担当：河野
かわの

佐知子
さ ち こ

 ☎33-6012 

 
 

   
地域に暮らす住宅専門家が、下記のとおり「第 37回住宅デー」を開催します。ぜひご来場ください。 

○日時：9月 7日（日）午前 10時～午後 4時 ○場所：新富町温泉健康センター サン・ルピナス  

○内容：住宅相談・包丁研ぎ・まな板削り ○料金：無料 

 

住宅 第 37回住宅デー開催について 
 

◆問合せ 宮崎県建設産業労働組合西都支部新富分会  

担当：榎本
えのもと

 33-2422 

 
 

   
9月 10日（水）からの一週間は自殺予防週間となっています。この期間、健康問題などを中心に次のとおり相談を

受け付けます。○日時：9月 10日（水）～16日（火）午前 8時 30分～午後 5時 15分（正午～午後 1時及び土日祝

日は除く）○相談方法：電話による相談（来庁や、訪問による相談をご希望の場合は、事前にご連絡ください） 

※悩みを抱えている方以外でもご相談できます。家族や友人など身近な方への接し方に悩んでいる方はお電話下さい。 

 

相談 自殺予防週間における心の相談について 
 

◆問合せ いきいき健康課  

 担当：押川
おしかわ

美香
み か

 33-6059 

 
 

  
警察では、いつでも犯罪などによる被害の未然防止や国民の安全と平穏に関する相談を受理しています。 

ストーカー・家庭内暴力・防犯問題などで相談がある場合は、ためらわずに下記のダイヤルをご利用ください。 

◆短縮ダイヤル：♯9110(全国統一番号) 
※短縮ダイヤルは、ダイヤル回線および一部の IP電話からは利用できません。利用する場合は下記の電話番号をご
利用ください。 

◆宮崎県警察本部総合相談窓口 ☎0985-26-9110 又は 高鍋警察署総合相談窓口 22-0110 

 

防犯 9月 11日は「警察相談の日」 

 
 

  
最近、犬の散歩時のマナーについて苦情が寄せられています。飼い主がしっかりと責任を持って、下記のような

マナーを守り、ペットと楽しい生活を送りましょう。 

○散歩時には、フンをさせたままにせず、飼い主がきちんと持ち帰りましょう。 

○鎖やリードなどしっかりつないで散歩しましょう。 

環境 気を付けましょう！犬の散歩時のマナー 
◆問合せ 環境水道課  

担当：杉田
すぎた

英
ひで

峻
たか

 ☎33-6072 

 
 

  
これまで朝 6時、正午、夕方 5時等に放送している時報（チャイム放送）につきましては、ＩＰ告知放送及び防

災行政無線放送の両方から放送していましたが、9 月 1 日から屋内への放送につきましては、ＩＰ告知端末からの

み放送を行います。なお、屋外の拡声器につきましては、これまで同様時報の放送を行います。 

ＩＰ告知端末を設置されていないご家庭におかれましては、設置についてご検討をお願いいたします。 

放送 
防災行政無線放送の各ご家庭への 

時報（チャイム）の停止について 

◆問合せ IP告知放送 まちおこし政策課 長友
ながとも

、川西
かわにし

   ☎33-6501 

     防災行政無線放送 防災基地対策課  河野
か わ の

、黒木
く ろ き

 ☎33-6027 

 

 
 
 
今年のオータムジャンボ宝くじは、1等・前後賞合わせて 3億 9千万円！！ぜひ、ご購入下さい。 

◆1等 3億 3千万円×13本（発売総数 390億円・13ユニットの場合）◆前後賞 3千万円×26本（発売総数 390

億円・13ユニットの場合） ◆販売期間 9月 19日（金）～10月 10日（金）まで 

※この宝くじの収益金は市町村のまちづくりや環境対策、高齢化対策など地域の福祉向上に使われます。 

啓発 オータムジャンボ宝くじ 9月 19日（金）発売！！ 
 

◆問合せ 宮崎県市町村振興協会  

 0985-31-9590 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【木造住宅耐震診断事業補助】    
○補助対象となる住宅 

昭和 56年 5月 31日以前に建築され、現に居住している 2階建て以下の一戸建て在来工法木造住宅（パネル工

法など特殊な工法でないもの） 

※店舗等の用途を兼ねる住宅（店舗等の部分の床面積が延べ面積の 1／2未満のものに限る）を含みます。        
○補助を受けるための条件 

①新富町在住の補助対象住宅所有者で町税等の滞納のないこと。 

②宮崎県木造住宅耐震診断士（建築士事務所に所属している県内の建築士で、県主催の講習会を受講し、県に登

録された者）が診断を行います。 

③一般診断（大地震による住宅倒壊の可能性の有無について判定するもの）であること。耐震診断士が現地調 

査を行い、建物の診断内容を数値化し、総合評価した診断報告書をもとに報告します。         
○自己負担額 

 住宅１棟につき、耐震診断に必要な経費 60,000円のうち、6,000円を自己負担していただきます。 

 ※自己負担額については、「一般財団法人 宮崎県建築住宅センター」の助成が受けられます。         
○募集定数・申請受付期限 

2件・12月 26日(金)まで（申請が募集件数に達した時点で受付終了） 
 
 

【木造住宅耐震改修事業補助】 
 

※当補助制度を受けるには、事前に「新富町木造住宅耐震診断事業」を利用して耐震診断を行っていただいてい

る必要があります。       
○補助対象となる住宅（以下のすべてに該当するもの） 

①昭和 56年 5月 31日以前に建築され、現に居住している 2階建て以下の一戸建て在来工法木造住宅（パネル工

法など特殊な工法でないもの） 

※店舗などの用途を兼ねる住宅（店舗等の部分の床面積が延べ面積の 1／2未満のものに限る）を含みます。  

②「新富町木造住宅耐震診断事業」を利用して耐震診断を行った住宅で、耐震診断の総合評価が 1.0 未満と判定

されたもの      
○補助を受けるための条件 

①新富町在住の補助対象住宅所有者で町税等の滞納のないこと。 

②県に登録された建築士（宮崎県木造住宅耐震診断士）に耐震補強設計および工事監理（設計どおり施工され 

ているか、確認などを行う業務）を行ってもらうこと。ただし、耐震補強設計および工事監理にかかる費用 

は補助対象となりませんのでご注意下さい。       
○募集定数 

1件（募集件数に限りがありますので、耐震改修をお考えの方はお早めにご相談ください。） 

○申請受付期限 

 平成 26年 12月 26日まで（募集件数に達した時点で、受付を終了させていただきます。）    
○補助限度額 

耐震改修工事にかかる費用の 1／3以内で、かつ 50万円以内（千円未満は切り捨て） 

※上記耐震診断の評点が 0.7未満と判定されたものについては、耐震改修工事に要する経費の 1/2以内、かつ上限

75万円（千円未満は切り捨て） 

◆問合せ 都市建設課 岩村
いわむら

伸夫
の ぶ お

 33-6017 

 

 
募集 新富町木造住宅耐震診断事業及び耐震改修事業補助のご案内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新富町体育館の工事のお知らせ                                      体育 

新富町体育館の耐震補強改修工事に伴い、９月１日

（月）から、本施設を右図のとおり封鎖いたします。

工事は１２月中（予定）までとなります。工事期間中

はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い

いたします。中央公民館及び弓道場につきましては平

常どおりご利用できます。 

○町体育館の利用：工事期間（９月から１２月中）中

は利用できませんのでご注意ください。下記「体育

館・運動広場調整会の開催について」参照。 

○資源ごみの回収：町婦人会で行っている資源ごみの

回収場所を工事期間中にわたって変更しますので

ご注意ください。右図及び下記「資源物の回収につ

いて」参照。 

体育館・運動広場調整会の開催について     ◆ 問合せ 生涯学習課 

                          担当：沼口
ぬまぐち

昭
あき

仁
ひと

 ☎33-1022 
3か月間の町内体育施設の調整会を下記のとおり開催します。 

○期  日： 9月 16日（火）午後７時から（調整開始 午後７時３０分） 

○会  場：新富町中央公民館大集会室○調整期間：平成２６年１０月から１２月分 ○持参するもの：印鑑 

○注意事項：※会場に先着された方から使用希望日をご記入いただけます。 

※調整時にお越しいただけない場合、ご希望の時間がとれないことがあるので、ご注意ください。 

※使用料は期日までに必ず納入いただくようご注意ください。 

※町体育館については、上記のとおり耐震補強工事を行います。この期間中の町体育館の利用ができませんので、

ご理解いただきますようお願いします。 

体育 

◆問合せ 生涯学習課  担当：田野
た の

和祥
かずよし

 33-1022 

 
 

       
新富町地域婦人連絡協議会では、ごみを減らし再利用・再資源化を進めるため、資源物の回収を行っています。 

○期日：9月 8日(月)・22日(月) ○時間：午前 7時～9時  ※時間は厳守してください。  

○場所：町体育館・西体育館・上新田公民館の各駐輪場 
※ 町体育館は、上記のとおり場所を変更します。西体育館は雨天時は正面玄関前とします。 

○収集物：古紙(新聞紙・チラシ)、雑誌(古本)、ダンボール、牛乳パック、雑紙 (それぞれ、ひもで縛ってください。)  

 

環境 
資源物の回収  

～毎月第 2・4月曜日は資源物の回収日～ 

 

◆問合せ 生涯学習課(中央公民館内)  担当：倉永
くらなが

浩
ひろ

幸
ゆき

  ☎33-1022   

新富町地域婦人連絡協議会 橋口
はしぐち

澄子
すみこ

 ☎33-2514 

◆予約申込電話番号 ☎23-5111(受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 ※土・日・祝日・年末年始を除く。

 

 

○相談時間帯：平日 午前 9時～午後 4時（正午～午後 1時までの時間帯を除く） 

※予約状況により、ご希望の日時を調整させていただく場合がありますので、ご了承ください。 

○予約申込方法：相談希望日 1か月前からお電話または年金相談窓口でお受けします。 

※ご予約を受け付ける際には、①相談者および配偶者氏名②基礎年金番号③電話番号④相談内容などについて確認 

させていただきます。 

○相談の際に持参いただくもの：①年金手帳(基礎年金番号通知書)②年金証書③振込通知書④相談者本人と確認で

きるもの 

※代理の方がご相談に来られる際には、委任状が必要となります。 

※都合により来所できない場合は、事前にご連絡をお願いします。 

  
 

相談 高鍋年金事務所では予約制による年金相談を実施しています 


